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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
五
〇
）

Ⅰ
．
は
じ
め
に

二
〇
一
四
年
、
重
大
な
医
療
事
故
を
起
こ
し
た
と
し
て
特
定
機
能
病
院
承
認
取
り
消
し
が
な
さ
れ
た
東
京
女
子
医
大
病
院
事
件
と
群
馬

大
学
医
学
部
付
属
病
院
事
件
に
つ
い
て
は
、
マ
ス
コ
ミ
等
で
大
き
く
報
道
さ
れ
た
。
高
度
先
端
医
療
機
関
と
し
て
先
進
医
療
を
司
っ
て
き

た
病
院
に
お
け
る
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
医
療
過
誤
事
件
は
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
背
景
に
存
す
る
問
題
性
の
深
さ
を
認
識
さ
せ
た
。

わ
が
国
の
厚
生
労
働
省
の
指
針
（
厚
生
労
働
省
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
委
員
会
「
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト

マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
指
針
」）
に
よ
る
と
、
医
療
過
誤
と
は
「
医
療
事
故
の
一
類
型
で
あ
っ
て
、
医
療
従
事
者
が
、
医
療
の
遂
行
に
お
い
て
、

医
療
的
準
則
に
違
反
し
て
患
者
に
被
害
を
発
生
さ
せ
た
行
為
（
1
）

」
と
さ
れ
て
お
り
、
被
害
の
状
況
に
よ
っ
て
は
民
事
責
任
ま
た
は
刑
事
責
任

が
問
わ
れ
得
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
般
に
患
者
は
医
療
従
事
者
（
医
師
）
と
の
関
係
に
お
い
て
弱
い
立
場
に
あ
り
、
ま

た
、
医
療
行
為
の
社
会
的
意
義
、
専
門
性
の
高
さ
ゆ
え
に
そ
の
法
的
責
任
の
追
及
に
は
困
難
が
伴
い
、
慎
重
な
判
断
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
か
つ
て
は
、
日
本
で
は
医
療
過
誤
に
お
い
て
医
師
等
の
責
任
が
争
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
現
在
、
そ
の
状
況
は
大

き
く
変
化
し
て
い
る
。

本
稿
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
医
療
過
誤
の
問
題
に
つ
い
て
、
刑
事
法
の
観
点
か
ら
現
状
を
分
析
し
、
刑
事
法
以
外
の
新
た
な
紛
争
解
決

策
を
紹
介
し
つ
つ
、
課
題
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
2
）

。

Ⅱ
．
日
本
の
医
療
現
場
の
状
況

日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
の
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
わ
が
国
が
抱
え
る
医
療
現
場
の
問
題
点
に
つ
い
て
も
概
観
し
て
お
く

二
一
八



日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
（
只
木
）

（
四
五
一
）

必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
数
年
来
日
本
に
お
い
て
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
地
域
の
医
療
を
総
合
的
に
支
え
る
役
割
を
担
う
総
合
病
院
等
に
お
け
る
医
師
（
勤

務
医
）
不
足
の
問
題
で
あ
る
。
特
に
地
方
部
で
医
師
の
確
保
に
苦
労
を
し
て
い
る
病
院
は
多
く
、
こ
れ
に
は
、
医
療
費
抑
制
を
掲
げ
る
国

の
施
策
（
3
）

の
結
果
、
そ
も
そ
も
先
進
諸
国
の
中
で
は
医
師
数
の
少
な
い
状
況
で
あ
っ
た
な
か
（
4
）

、
二
〇
〇
四
年
四
月
か
ら
の
医
師
の
臨
床
研
修

制
度
の
義
務
化
も
一
因
と
な
っ
て
医
師
の
都
市
部
へ
の
偏
在
化
が
進
ん
だ
こ
と
、
医
師
の
不
足
に
伴
っ
て
厳
し
く
過
重
な
就
労
を
強
い
ら

れ
る
勤
務
医
を
嫌
っ
て
個
人
開
業
の
道
を
選
ぶ
医
師
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
そ
の
原
因
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
産

科
、
小
児
科
、
救
急
医
の
不
足
は
深
刻
で
あ
り
、
緊
急
の
患
者
や
処
置
に
急
を
要
す
る
妊
婦
の
搬
送
先
が
な
か
な
か
見
つ
か
ら
ず
、
病
院

を
「
た
ら
い
回
し
」
さ
れ
た
あ
げ
く
に
死
亡
す
る
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
の
頻
発
は
社
会
問
題
と
な
っ
た
（
5
）

。
ま
た
、
医
療
の
進
歩
に
よ
り
高
度

な
医
療
知
識
・
技
術
の
体
得
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
一
方
、
高
齢
化
等
に
よ
っ
て
患
者
の
病
気
も
複
雑
化
し
、
あ
わ
せ
て
、
イ
ン

フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
な
ど
の
場
面
で
患
者
へ
の
対
応
も
よ
り
き
め
細
や
か
さ
が
求
め
ら
れ
る
現
在
、
医
師
の
肉
体
的
、
精
神
的
負

担
は
増
大
し
て
い
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
6
）

。

医
療
費
抑
制
の
旗
の
も
と
、
し
か
し
一
方
で
は
よ
り
高
い
医
療
の
安
全
が
求
め
ら
れ
る
な
か
（
7
）

、
現
場
の
、
特
に
勤
務
医
の
負
担
は
見
逃

せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ⅲ
．
医
療
過
誤
と
刑
事
過
失
（
8
）

周
知
の
よ
う
に
、
発
生
さ
せ
た
被
害
に
対
す
る
行
為
者
の
刑
事
上
の
責
任
は
故
意
に
よ
る
場
合
と
過
失
に
よ
る
場
合
と
に
分
か
れ
、
わ

が
刑
法
に
お
い
て
は
、
過
失
は
、
通
常
の
過
失
と
、
わ
が
国
特
有
の
「
業
務
上
の
過
失
」
と
に
分
け
ら
れ
る
。
医
療
過
誤
事
件
に
お
い
て

二
一
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
五
二
）

問
わ
れ
る
の
は
業
務
上
の
過
失
で
あ
り
、
そ
の
存
否
は
注
意
義
務
に
違
反
し
た
か
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
結
果
の
予
見
が

可
能
で
、
結
果
を
回
避
す
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
回
避
し
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
行
為
者
は
業
務
上
過

失
致
死
傷
罪
で
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
9
）

。

こ
の
た
め
、
多
く
の
医
療
過
誤
事
例
に
お
い
て
争
点
と
な
る
の
は
、
行
為
者
す
な
わ
ち
医
師
に
お
け
る
注
意
義
務
に
基
づ
く
結
果
回
避

義
務
違
反
の
有
無
で
あ
り
、
ま
た
、
結
果
に
つ
い
て
の
予
見
可
能
性
が
存
し
た
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
し
ば
し
ば

問
題
と
な
る
の
が
、
誰
を
基
準
と
し
て
注
意
義
務
違
反
（
予
見
可
能
性
）
が
認
め
ら
れ
る
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
と
同

じ
立
場
で
の
通
常
人
の
能
力
を
基
本
と
す
る
の
が
一
般
の
見
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
薬
害
エ
イ
ズ
事
件
帝
京
大
学
ル
ー
ト
（
10
）

の

裁
判
で
は
、「
通
常
の
血
友
病
専
門
医
」
を
基
準
と
し
た
判
断
に
お
い
て
被
告
は
無
罪
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
当
時
、
被
告

人
に
お
い
て
、
エ
イ
ズ
に
よ
る
血
友
病
患
者
の
死
亡
と
い
う
結
果
発
生
の
予
見
可
能
性
の
程
度
は
低
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
、
結
果
回
避

義
務
違
反
の
点
に
つ
い
て
は
、
非
加
熱
製
剤
投
与
に
よ
る
療
法
の
有
用
性
と
エ
イ
ズ
感
染
・
発
症
の
危
険
性
を
比
較
考
量
す
る
こ
と
な
ど

が
重
要
で
あ
る
と
こ
ろ
、「
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
の
は
、
通
常
の
血
友
病
専
門
医
が
本
件
当
時
の
被
告
人
の
立
場
に
置
か
れ
れ
ば
、
お

そ
よ
そ
の
よ
う
な
判
断
は
し
な
い
は
ず
で
あ
る
の
に
、
利
益
に
比
し
て
危
険
の
大
き
い
医
療
行
為
を
選
択
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
場
合
で

あ
る
」
と
判
示
し
、
当
時
、
わ
が
国
の
大
多
数
の
血
友
病
専
門
医
が
非
加
熱
製
剤
を
用
い
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
被
告
人
の
結
果
回
避

義
務
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
他
の
医
師
と
は
違
っ
て
血
友
病
治
療
の
権
威
で
あ
っ
た
被
告
は
結
果
を
予

見
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
り
、
ゆ
え
に
行
為
者
自
身
の
能
力
を
基
準
と
し
て
過
失
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
反
論
も
あ
る
。

ま
た
、
判
決
が
「
本
件
当
時
の
被
告
人
の
立
場
に
置
か
れ
れ
ば
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
被
告
人
の
認
識
及
び
認
識
可
能
性
を
基
礎
と

し
て
「
通
常
の
規
範
的
な
行
為
選
択
を
す
る
血
友
病
専
門
医
な
ら
ど
の
よ
う
な
行
為
を
す
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
視
点
か
ら
評
価
さ
れ

二
二
〇



日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
（
只
木
）

（
四
五
三
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
11
）

と
し
て
、
同
文
言
は
血
友
病
の
最
高
権
威
た
る
被
告
人
が
有
す
る
エ
イ
ズ
の
危
険
性
に
関
す
る
情
報
な
ど
に
つ
い
て

の
知
見
を
判
断
資
料
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
解
し
て
、
結
果
回
避
義
務
違
反
は
肯
定
で
き
る
と
す
る
見
解
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
（
12
）

。

注
意
義
務
の
標
準
に
つ
き
客
観
説
を
採
用
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
導
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
ば
か
り
か
、
そ
の
本
来
の
趣
旨
に
も

合
致
す
る
で
あ
ろ
う
（
13
）

。

Ⅳ
．
典
型
的
事
例

1
．
慈
恵
医
大
青
戸
病
院
腹
腔
鏡
下
手
術
ミ
ス
事
件

東
京
地
判
平
成
一
八
年
六
月
一
五
日
公
刊
物
未
搭
載
の
（
14
）

、
い
わ
ゆ
る
慈
恵
医
大
青
戸
病
院
腹
腔
鏡
下
手
術
ミ
ス
事
件
判
決
で
は
、
泌
尿

器
科
医
師
で
あ
っ
た
被
告
人
三
名
（
Ｘ
：
主
治
医
・
腹
腔
鏡
操
作
担
当
・
Ｙ
：
執
刀
医
、
Ｚ
：
第
一
助
手
）
が
、
患
者
の
前
立
線
が
ん
治
療
の
た

め
腹
腔
鏡
下
前
立
腺
全
摘
除
術
を
行
う
に
際
し
、
い
ず
れ
も
本
術
式
を
安
全
に
施
行
す
る
た
め
の
知
識
、
技
術
、
経
験
が
な
か
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
本
術
式
に
よ
る
手
術
を
開
始
し
た
こ
と
に
よ
り
、
手
術
中
の
度
重
な
る
ミ
ス
の
末
、
Ｄ
Ｖ
Ｃ
（
陰
茎
背
静
脈
）
か
ら
大
量

出
血
さ
せ
、
患
者
を
低
酸
素
脳
症
に
よ
る
脳
死
に
起
因
す
る
肺
炎
に
よ
り
死
亡
さ
せ
た
事
案
に
つ
き
、「
被
告
人
三
名
は
、
い
ず
れ
も
本

術
式
を
安
全
に
施
行
す
る
た
め
の
知
識
、
技
術
及
び
経
験
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
…
医
療
業
務
に
従
事
す
る
被
告
人
三
名

に
は
、
患
者
の
生
命
身
体
に
危
険
の
あ
る
本
術
式
を
選
択
す
る
こ
と
を
厳
に
避
け
る
べ
き
業
務
上
の
注
意
義
務
が
あ
る
の
に
、
こ
れ
を
怠

り
…
共
同
し
て
本
術
式
に
よ
り
手
術
を
開
始
し
た
過
失
に
よ
り
…
Ａ
を
低
酸
素
脳
症
に
よ
る
脳
死
に
起
因
す
る
肺
炎
に
よ
り
死
亡
さ
せ

た
」
と
し
て
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
共
同
正
犯
の
成
立
を
肯
定
し
た
（
15
）

。

本
判
決
で
は
、
予
見
可
能
性
の
対
象
と
な
る
「
因
果
関
係
の
基
本
的
部
分
」
を
「
難
易
度
の
高
い
高
度
先
進
医
療
を
知
識
や
経
験
な
く

二
二
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
五
四
）

行
う
」
こ
と
に
認
め
、
結
果
回
避
義
務
違
反
の
点
に
つ
い
て
は
、「
無
謀
と
も
い
う
べ
き
危
険
な
本
術
式
を
回
避
し
、
手
術
に
際
し
て
は

Ａ
の
生
命
身
体
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
義
務
を
怠
っ
た
こ
と
」
に
認
め
（
16
）

、
実
行
行
為
と
結
果
と
の
因
果
関

係
に
つ
い
て
は
、
判
例
の
採
る
危
険
の
現
実
化
説
（「
行
為
の
危
険
性
が
結
果
へ
と
現
実
化
し
た
か
」
を
判
断
の
基
準
と
す
る
説
）
を
用
い
た
上

で
、
麻
酔
医
の
過
失
と
い
う
介
在
事
情
が
あ
っ
て
も
、
行
為
の
危
険
性
は
高
い
こ
と
か
ら
、
因
果
関
係
を
肯
定
し
て
い
る
。

本
件
は
、「
本
術
式
を
選
択
す
る
こ
と
を
厳
に
避
け
る
べ
き
業
務
上
の
注
意
義
務
が
あ
る
の
に
、
こ
れ
を
怠
」
り
、「
共
同
の
注
意
義
務

に
共
同
し
て
違
反
」
し
て
手
術
を
開
始
し
た
と
い
う
点
に
過
失
の
共
同
正
犯
（
17
）

を
肯
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
過
失
の
実
行
行
為
を
本
術

式
で
の
個
々
の
過
誤
で
は
な
く
、
知
識
、
技
術
、
経
験
を
有
す
る
こ
と
な
く
高
度
な
術
式
に
よ
り
手
術
を
行
う
こ
と
そ
れ
自
体
に
認
め
た

上
で
、
過
失
の
共
同
正
犯
を
「
注
意
義
務
違
反
行
為
の
共
同
実
行
」
と
い
う
伝
統
的
な
理
論
に
基
づ
い
て
肯
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

2
．
横
浜
市
大
病
院
患
者
取
り
違
え
事
件

東
京
高
判
平
成
一
五
年
三
月
二
五
日
刑
集
六
一
巻
二
号
二
一
四
頁
の
、
い
わ
ゆ
る
横
浜
市
大
病
院
患
者
取
り
違
え
事
件
判
決
で
は
、
医

師
及
び
看
護
師
で
あ
っ
た
被
告
人
六
名
が
、
患
者
の
同
一
性
の
確
認
を
怠
っ
た
た
め
、
患
者
及
び
カ
ル
テ
の
引
継
ぎ
の
際
に
患
者
を
取
り

違
え
、
麻
酔
導
入
、
執
刀
の
段
階
で
も
取
り
違
え
に
気
付
か
ず
、
肺
手
術
予
定
患
者
で
あ
っ
た
Ｙ
に
対
し
て
心
臓
手
術
を
、
心
臓
手
術
予

定
患
者
で
あ
っ
た
Ｘ
に
肺
手
術
を
実
施
し
て
Ｘ
、
Ｙ
に
傷
害
を
負
わ
せ
た
事
案
に
つ
き
、
被
告
人
六
名
は
そ
れ
ぞ
れ
患
者
の
同
一
性
を
確

認
す
べ
き
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
怠
っ
た
、
と
い
う
各
過
失
の
競
合
を
認
め
、
被
告
人
六
名
に
つ
き
業
務
上

過
失
傷
害
罪
の
単
独
正
犯
の
成
立
を
肯
定
し
た
（
18
）

。
被
告
人
六
名
に
患
者
の
同
一
性
確
認
義
務
を
観
念
し
つ
つ
も
、
そ
の
内
容
に
若
干
の
差

異
を
認
め
た
こ
と
で
、
過
失
共
同
正
犯
で
は
な
く
、
過
失
同
時
犯
の
成
立
を
肯
定
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
患
者
及
び
カ
ル
テ

二
二
二



日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
（
只
木
）

（
四
五
五
）

の
引
継
ぎ
、
麻
酔
導
入
、
執
刀
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
、
共
同
正
犯
を
肯
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
事
例
で
あ
っ
た
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
（
19
）

。
判
例
に
お
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
上
下
型
共
働
・
監
督
過
失
型
共
働
」
の
事
例
以
外
の
、
い
わ
ゆ
る
「
対
等
型
共
働
」
の
事

例
で
は
、
広
く
過
失
の
共
同
正
犯
が
肯
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
の
で
あ
る
（
20
）

。

3
．
東
京
都
立
広
尾
病
院
事
件

そ
の
ほ
か
、
東
京
都
立
広
尾
病
院
事
件
最
高
裁
判
決
（
最
判
平
成
一
六
年
四
月
一
三
日
刑
集
五
八
巻
四
号
二
四
七
頁
）
で
は
、
誤
っ
て
消
毒

液
を
輸
液
し
た
た
め
に
患
者
を
死
亡
さ
せ
る
に
至
っ
た
と
い
う
事
案
に
つ
き
、
看
護
師
二
人
が
業
務
上
過
失
致
死
罪
で
（
21
）

、
主
治
医
は
異
状

死
体
届
出
義
務
違
反
の
罪
で
、
院
長
は
虚
偽
有
印
公
文
書
作
成
行
使
と
医
師
法
二
一
条
違
反
の
罪
で
起
訴
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
有
罪
と
な
っ

た
。
医
師
法
二
一
条
に
は
「
医
師
は
、
死
体
又
は
妊
娠
四
月
以
上
の
死
産
児
は
検
案
し
て
異
状
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
二
十
四
時
間

以
内
に
所
轄
警
察
署
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
と
こ
ろ
、
本
件
で
は
、
死
体
を
検
案
し
て
異
状
を
認
め
た
医
師
は
、

自
己
が
そ
の
死
因
等
に
つ
き
診
療
行
為
に
お
け
る
業
務
上
過
失
致
死
等
の
罪
責
を
問
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
も
届
出
義
務
を
負
う

と
す
る
こ
と
は
、
憲
法
三
八
条
一
項
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
点
、
ま
た
、「
医
師
法
二
一
条
に
い
う

死
体
の
『
検
案
』
と
は
、
医
師
が
死
因
等
を
判
定
す
る
た
め
に
死
体
の
外
表
を
検
査
す
る
こ
と
を
い
」
う
と
し
て
、
医
師
法
二
一
条
の
意

義
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
意
義
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
事
件
が
後
述
の
医
療
事
故
調
査
制
度
（
22
）

の
創
設
の
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通

り
で
あ
る
。

二
二
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
五
六
）

Ⅴ
．
医
療
過
誤
事
件
と
刑
事
訴
追
の
現
状

1
．
刑
事
訴
追
の
現
状

一
九
九
九
年
一
月
か
ら
二
〇
〇
四
年
四
月
ま
で
の
医
療
過
誤
事
件
の
判
決
数
を
案
件
別
に
み
て
み
る
と
、
注
射
一
三
件
、
投
薬
六
件
、

麻
酔
三
件
、
輸
血
三
件
、
手
術
・
手
技
二
〇
件
、
医
療
機
械
操
作
二
四
件
、
診
断
・
治
療
三
件
、
看
護
三
件
、
管
理
四
件
と
な
っ
て
い

る
（
23
）

。犯
罪
捜
査
の
端
緒
と
な
る
も
の
に
は
様
々
が
存
す
る
が
、
医
療
事
故
に
お
い
て
は
患
者
本
人
や
遺
族
か
ら
の
被
害
届
ま
た
は
告
訴
が
多

い
。
ま
た
一
方
、
近
年
で
は
医
療
機
関
側
か
ら
の
異
状
死
亡
届
が
端
緒
と
な
る
ケ
ー
ス
も
増
加
し
て
い
る
。
医
師
法
二
一
条
の
規
定
に
よ

り
、
医
師
は
異
状
死
届
出
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
異
状
死
の
意
義
や
、
そ
れ
と
の
関
連
で
届
け
出
先
は
警
察
か
第
三
者
機
関
か
に

つ
い
て
は
見
解
の
争
い
が
生
じ
て
お
り
、
混
乱
が
生
じ
て
い
た
（
24
）

。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
、
以
前
は
、
刑
事
責
任
を
問
う
て
患
者
が
医
師
を
訴
え
る
例
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
た
が
、
近
時

は
、
医
療
過
誤
に
関
す
る
法
律
体
制
が
整
備
さ
れ
、
患
者
の
権
利
の
保
障
も
進
ん
だ
こ
と
か
ら
、
国
民
の
意
識
も
大
き
く
変
わ
り
、
医
療

過
誤
事
件
の
解
決
は
社
会
的
な
問
題
と
し
て
広
く
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
医
療
過
誤
を
繰
り
返
す
医
師
が
「
リ
ピ
ー
タ
ー
医
師
」

と
呼
ば
れ
て
マ
ス
コ
ミ
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
医
療
過
誤
に
お
い
て
医
師
の
刑
事
的
ま
た
民
事
的
責
任
を
問
う
こ
と
は
も
は

や
被
害
者
に
と
っ
て
タ
ブ
ー
で
は
な
く
、
む
し
ろ
当
然
の
権
利
行
為
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
25
）

。

し
か
し
、
次
第
に
、
医
療
過
誤
の
諸
事
例
に
あ
っ
て
、
節
度
あ
る
法
適
用
の
範
囲
を
越
え
た
医
師
の
訴
追
、
行
き
過
ぎ
た
処
罰
等
、
懸

念
す
べ
き
問
題
が
新
た
に
生
じ
て
お
り
、
そ
の
拡
大
を
危
惧
す
る
声
は
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
医
療
行
為
の
行
わ
れ
た
状
況
や
環
境
、
条

二
二
四



日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
（
只
木
）

（
四
五
七
）

件
に
照
ら
し
て
、
医
師
の
必
要
十
分
な
注
意
義
務
を
も
っ
て
し
て
も
事
故
の
発
生
が
回
避
し
得
た
か
が
疑
わ
れ
る
よ
う
な
事
例
に
お
い
て

は
、
医
師
に
法
的
な
責
任
を
問
う
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
医
師
は
起
訴
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
危
惧

は
根
拠
の
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

2
．
過
度
な
刑
事
介
入
？

こ
の
よ
う
な
事
態
の
解
決
の
方
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
日
本
で
も
無
過
失
補
償
制
度
（
26
）

を
導
入
す
る
こ
と
が
か
つ
て
よ
り
主
張
さ
れ
て
き

た
。
こ
れ
は
、
医
療
事
故
に
お
い
て
、
医
師
に
過
失
が
な
い
と
さ
れ
た
場
合
に
患
者
に
補
償
金
が
支
払
わ
れ
る
制
度
で
、
長
期
に
わ
た
る

訴
訟
を
避
け
、
医
師
と
患
者
双
方
の
救
済
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
特
に
、
原
因
の
特
定
で
き
な
い
例
が
多
く
損
害
賠
償
の
負
担
が
大
き

い
分
娩
事
故
に
お
い
て
そ
の
活
用
が
望
ま
れ
、
産
科
医
の
な
り
手
が
い
な
い
状
況
を
改
善
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
（
27
）

。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
訴
が
提
起
さ
れ
医
師
が
糾
弾
さ
れ
る
と
い
う
事
例
が
、
最
近
、
多
く
現
出
す

る
に
至
っ
て
い
る
。

そ
の
例
と
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
安
楽
死
事
件
（
28
）

の
ほ
か
、
典
型
的
な
も
の
と
し
て
二
〇
〇
四
年
の
福
島
県
立
大
野
病
院
事
件
と

一
九
九
九
年
の
杏
林
大
学
割
り
箸
死
事
件
が
あ
げ
ら
れ
る
。
福
島
県
立
大
野
病
院
事
件
は
、
同
病
院
で
帝
王
切
開
手
術
を
受
け
た
産
婦
が

胎
盤
剥
離
の
処
置
中
に
出
血
多
量
で
死
亡
し
た
も
の
で
、
執
刀
し
た
医
師
が
業
務
上
過
失
致
死
等
の
罪
で
起
訴
さ
れ
た
（
29
）

。
杏
林
大
学
割
り

箸
死
事
件
で
は
、
転
倒
し
た
は
ず
み
で
咥
え
て
い
た
割
り
箸
が
喉
に
刺
さ
っ
て
死
亡
し
た
男
児
に
お
い
て
、
実
は
折
れ
た
割
り
箸
が
小
脳

に
達
す
る
深
さ
で
頭
蓋
内
に
残
存
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
救
急
セ
ン
タ
ー
で
男
児
の
診
察
に
あ
た
っ
た
医
師
に
ミ
ス
が
あ
っ
た
と
し
て
業

務
上
過
失
致
死
等
の
罪
で
在
宅
起
訴
さ
れ
た
（
30
）

。

二
二
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
五
八
）

こ
の
二
つ
の
事
件
は
、
専
門
対
応
の
可
能
な
医
師
が
一
人
し
か
い
な
い
状
況
の
な
か
で
予
測
困
難
な
緊
急
事
態
が
生
じ
た
点
、
医
師
と

し
て
の
一
般
的
な
経
験
や
知
見
の
範
囲
を
超
え
る
過
去
に
例
を
見
な
い
事
例
で
あ
っ
た
点
で
い
ず
れ
も
非
常
に
稀
な
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
当

該
の
医
師
に
お
い
て
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
、
ま
た
は
、
医
師
に
注
意
義
務
を
求
め
る
こ
と
そ
の
も
の
に
非
常

な
困
難
が
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
医
師
の
過
失
が
認
定
さ
れ
、
逮
捕
ま
た
起
訴
さ
れ
、
裁
判
で
そ
の

刑
事
責
任
が
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
医
療
界
に
大
き
な
波
紋
を
呼
び
、
論
議
が
巻
き
起
こ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
31
）

。
た
し
か
に
、
手

術
や
治
療
の
現
場
に
お
け
る
医
師
の
判
断
や
方
法
の
選
択
ま
で
も
が
過
失
を
問
う
対
象
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
医
師
の
専
門
性

の
根
幹
と
そ
の
意
義
そ
の
も
の
が
脅
か
さ
れ
る
に
等
し
く
、
ま
た
、
医
療
と
社
会
に
貢
献
す
べ
く
、
厳
し
い
勤
務
体
制
の
も
と
救
急
医
や

産
科
医
師
の
不
足
を
補
っ
て
働
く
勤
務
医
の
忍
耐
に
頼
っ
て
い
る
形
の
わ
が
国
の
救
急
医
療
・
産
科
医
療
の
現
場
の
実
情
を
他
所
に
、
高

い
専
門
性
に
基
づ
く
対
応
と
結
果
の
予
測
を
救
急
対
応
が
必
要
な
患
者
の
治
療
に
あ
た
っ
て
彼
ら
に
求
め
る
こ
と
は
本
来
的
に
も
不
合
理

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
二
件
の
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
医
師
の
間
に
は
法
的
係
争
を
恐
れ
て
困
難
な
症
例
の
患
者
を
避
け
医
療
行
為
そ
の
も
の
に
消

極
的
に
な
る
と
い
う
傾
向
が
広
ま
っ
た
よ
う
で
あ
り
（
32
）

、
ま
た
、
専
門
外
の
立
場
で
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
救
急
の
診
察
・
治
療
に
や
や
も
す

る
と
刑
事
責
任
が
追
及
さ
れ
か
ね
な
い
と
の
懸
念
か
ら
多
く
の
医
師
が
病
院
を
去
っ
て
（「
立
ち
去
り
型
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
（
33
）

」）、
地
域
医
療
は

空
洞
化
が
進
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
病
院
自
体
に
お
い
て
も
、
医
師
を
確
保
で
き
な
い
不
十
分
な
体
制
に
お
い
て
は
救
急

医
療
か
ら
退
く
例
が
増
え
、
ま
た
、
手
術
の
際
に
は
必
ず
同
意
書
を
取
っ
て
免
責
を
担
保
す
る
と
い
う
こ
と
が
い
ず
こ
に
お
い
て
も
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
必
要
以
上
の
検
査
の
実
施
な
ど
も
、
同
様
に
、
医
師
の
免
責
を
慮
っ
て
の
こ
と
か
と
、
患
者
の
不
信
を
招

く
も
の
と
受
け
取
ら
れ
る
部
分
も
出
て
こ
よ
う
。
海
外
へ
の
医
師
の
流
失
も
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
学
会
等
の
場
で
の
症
例

二
二
六



日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
（
只
木
）

（
四
五
九
）

報
告
な
ど
に
お
い
て
も
過
失
の
問
題
が
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
微
妙
な
部
分
に
は
触
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
医
学

的
な
研
究
活
動
の
進
展
に
も
深
刻
な
影
響
が
心
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在
、
日
本
で
は
病
院
に
始
ま
る
医
療
そ
の
も
の
の
危

機
（
医
療
崩
壊
、
防
衛
医
療
な
い
し
防
御
的
医
療
、
ま
た
は
、
萎
縮
医
療
（
訴
訟
の
リ
ス
ク
を
避
け
、
妥
当
で
あ
る
は
ず
の
医
療
行
為
を
敢
え
て

行
わ
な
い
）
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

3
．
海
外
に
お
け
る
現
状
と
わ
が
国
へ
の
示
唆

医
療
過
誤
と
医
師
の
刑
事
責
任
を
め
ぐ
っ
て
は
、
英
米
で
も
、
現
在
で
は
、
医
療
過
誤
に
対
す
る
刑
事
責
任
の
追
及
は
、
医
師
が
危
険

を
認
識
し
な
が
ら
こ
れ
を
無
視
し
た
無
謀
な
過
失
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
医
師
に
危
険
の
認
識
が
な
か
っ
た
過
失
の
場
合
に
つ
い
て
も
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
（
34
）

。
ま
た
、
米
国
で
は
、
医
学
界
か
ら
の
反
対
を
よ
そ
に
、
医
師
の
判
断
ミ
ス
に
つ
い
て
刑
事
裁
判

が
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
、
英
米
や
北
欧
な
ど
多
く
の
国
に
お
い
て
は
、
医
療
過
誤
に
は
非
刑
事

的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
で
対
応
し
（
35
）

、
医
師
の
判
断
ミ
ス
に
つ
い
て
は
刑
事
訴
追
さ
れ
な
い
の
が
原
則
と
さ
れ
て
お
り
、
先
に
述
べ
た
同
様
の
事

例
に
つ
い
て
過
失
は
問
わ
れ
な
い
の
が
通
常
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
英
米
で
は
、
刑
事
過
失
が
認
め
ら
れ
る
に
は
（
客
観
的
）
注
意

判
断
基
準
か
ら
の
重
大
な
逸
脱
の
客
観
的
存
在
が
必
要
で
、
か
つ
、
非
難
可
能
な
心
理
状
態
が
必
要
と
な
る
と
さ
れ
て
お
り
、
一
般
に
、

単
純
ミ
ス
は
誰
で
も
犯
し
得
る
ミ
ス
で
あ
る
か
ら
、
犯
罪
と
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
（
36
）

。
医
療
分
野
で
の
単
純
ミ
ス
は
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
病
院
の
安
全
管
理
体
制
の
欠
陥
や
組
織
運
営
の
不
適
切
さ
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
（
37
）

、
個
人
の
責
に
帰
し
て
も
組
織

体
の
問
題
は
解
決
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
（
38
）

。
こ
の
点
で
、
米
国
で
の
、
単
純
ミ
ス
を
惹
起
さ
せ
る
最
終
責
任
者
と
し
て
医
療
組
織

（
医
療
法
人
）
が
刑
事
責
任
に
問
わ
れ
た
判
例
は
注
目
を
集
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
二
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
六
〇
）

他
方
、
目
を
、
ド
イ
ツ
語
圏
に
移
す
と
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
刑
法
典
八
八
条
で
、
過
失
傷
害
罪
に
関
し
て
、「
重
大
な
過
失
に

よ
っ
て
で
は
な
く
（nicht grob fahrlässig

）」
行
為
し
た
場
合
に
は
、
処
罰
を
免
れ
得
る
と
し
て
い
る
（
39
）

。
他
方
、
ド
イ
ツ
の
刑
法
典
に
お

い
て
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
の
八
八
条
に
相
当
す
る
免
責
規
定
は
存
在
せ
ず
、
日
本
と
同
様
の
刑
事
責
任
追
及
が
な
さ
れ
る
と
さ
れ
て

い
る
が
（
40
）

、
学
説
で
は
、
医
療
事
故
に
お
け
る
医
師
の
過
誤
に
つ
い
て
は
、
重
大
な
過
失
の
存
す
る
場
合
の
み
刑
事
責
任
を
負
わ
せ
る
べ
き

で
あ
る
と
す
る
主
張
が
大
勢
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
医
師
の
業
務
に
お
い
て
は
、
い
か
に
誠
実
な
人
間
で
あ
っ
て
も
、
時
と
し
て

精
神
の
緊
張
が
緩
む
こ
と
が
あ
り
、
業
務
の
性
質
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
が
構
成
要
件
実
現
（
具
体
的
に
は
人
の
死
傷
結
果
）
に
直
結
す
る
危

険
性
の
高
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
「
危
険
傾
向
性
」（G

efahrgeneigtheit

）
が
伴
い
、
し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
過
誤
を
広
範
囲

に
処
罰
を
す
れ
ば
、
防
御
的
医
療
の
弊
害
を
生
じ
さ
せ
、
ひ
い
て
は
、
手
術
に
よ
り
得
ら
れ
う
る
健
康
状
態
の
向
上
と
い
う
利
益
を
患
者

か
ら
奪
い
、
ま
た
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
、
検
査
を
必
要
以
上
に
盛
り
込
ん
だ
過
剰
診
察
を
招
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
（
41
）

。
あ

る
い
は
、
医
療
事
故
へ
の
刑
事
責
任
追
及
に
よ
っ
て
防
衛
医
療
、
萎
縮
医
療
が
も
た
ら
さ
れ
、
従
来
、
先
端
的
な
医
療
を
行
い
、
リ
ス

ク
・
テ
イ
キ
ン
グ
し
て
き
た
先
進
医
療
の
進
歩
が
阻
害
さ
れ
、
医
療
の
発
展
は
遅
滞
す
る
。
刑
法
で
発
動
さ
れ
る
リ
ス
ク
は
一
般
市
民
全

体
に
平
等
に
分
配
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
医
師
に
集
中
す
る
の
で
あ
り
、
医
師
不
足
で
過
酷
な
勤
務
条
件
に
あ
る
医
師
に
刑
事

責
任
が
問
わ
れ
う
る
高
い
リ
ス
ク
を
不
断
に
押
し
付
け
る
こ
と
は
社
会
的
な
不
正
義
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
42
）

。

こ
の
よ
う
な
点
は
、
医
師
が
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
で
処
罰
さ
れ
る
事
例
の
大
部
分
を
単
純
ミ
ス
の
例
が
占
め
て
い
る
日
本
と
大
き
く

異
な
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
わ
が
国
で
も
「
医
療
事
故
を
刑
事
過
失
と
し
て
処
理
す
る
の
は
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
場
合

に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
（
43
）

、
単
純
ミ
ス
の
可
罰
性
は
、
英
米
と
同
様
に
、
行
為
の
危
険
の
認
識
可
能
性
に
か
か
わ
る
兆
候
を

考
慮
し
て
、
そ
の
兆
候
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
と
の
主
張
（
44
）

な
ど
、
医
療
事
故
に
お
け
る
刑
事
責
任
限
定
論
が
従
来
か
ら
強
く
提
案
さ
れ
て

二
二
八



日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
（
只
木
）

（
四
六
一
）

い
る
。
ま
た
、
実
際
に
、
単
純
過
失
致
死
傷
に
よ
る
有
罪
判
決
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
過
失
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
た
場
合
の
ほ
と
ん
ど
は
、

業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
で
処
理
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
の
で
あ
り
、
業
務
上
過
失
は
重
大
な
過
失
を
類
型
化
し
た
も
の
だ
と
す
る

見
解
も
有
力
で
あ
る
（
45
）

こ
と
か
ら
、
英
米
と
同
様
に
、〈
医
療
事
故
に
お
い
て
は
、〉
刑
事
過
失
、
す
な
わ
ち
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
に
い

う
「
過
失
」
を
「
重
過
失
」
に
限
定
し
、
医
療
過
誤
に
お
け
る
過
失
に
つ
い
て
も
、
単
純
な
過
失
は
刑
事
訴
追
し
な
い
と
い
う
選
択
肢
は

残
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
し
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
分
野
に
お
け
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
い
れ
ば
、
刑
事
処
罰
の
対
象
と
は
な

ら
な
い
と
い
う
か
た
ち
が
望
ま
し
い
と
い
え
よ
う
（
46
）

。

ま
た
、
本
来
、
医
療
行
為
に
お
い
て
結
果
を
完
全
に
予
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
と
も
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
医

療
行
為
に
つ
い
て
、「
注
意
義
務
違
反
に
よ
る
過
失
」
な
い
し
「
結
果
が
予
見
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
回
避
し
な
か
っ
た
こ
と
」

を
罪
と
す
る
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
適
用
は
本
質
的
に
そ
ぐ
わ
な
い
面
を
有
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
医
療
過
誤
事
件
に
お
い
て
医
師

の
過
失
を
摘
発
す
る
例
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
自
ら
の
立
場
を
危
う
く
す
る
危
険
を
冒
し
て
ま
で
も
出
産
な
ど
リ
ス
ク
を
伴
う
医

療
行
為
を
、
あ
る
い
は
よ
り
効
果
が
期
待
で
き
て
も
そ
こ
に
高
い
リ
ス
ク
が
あ
る
治
療
行
為
を
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
医
師
は
い
な
く
な

る
と
の
批
判
（
47
）

は
現
状
の
問
題
性
を
正
し
く
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
医
師
の
行
為
に
明
ら
か
な
落
ち
度
（recklessness

（
無
謀
）、L

eichtfertigkeit

（
軽
率
性
））
が
認
め
ら

れ
る
場
合
で
あ
れ
ば
格
別
、
一
般
的
に
、
は
た
し
て
刑
事
裁
判
で
「
白
黒
を
つ
け
る
」
こ
と
が
医
療
過
誤
事
件
を
正
し
い
解
決
へ
と
導
く

も
の
で
あ
る
と
い
え
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
医
師
個
人
の
過
ち
の
問
題
と
し
て
過
去
に
遡
っ
て
責
任
の
あ
ぶ
り
出
し
と
処
罰
に
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
費
や
し
て
も
医
療
過
誤
事
例
の
再
発
防
止
に
有
効
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
よ
り
も
、
未
来
を
指
向
す
る
展
望
的
な
立

場
に
立
っ
て
、
医
療
事
故
調
査
委
員
会
（
医
療
安
全
調
査
委
員
会
）
等
で
の
原
因
究
明
と
こ
れ
に
基
づ
く
予
防
策
の
構
築
に
力
を
入
れ
る
べ

二
二
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
六
二
）

き
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
48
）

。

Ⅵ
．
医
療
事
故
調
査
制
度
と
無
過
失
補
償
制
度

1
．
医
療
事
故
調
査
制
度

こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
回
顧
的
に
、
ひ
た
す
ら
医
師
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
労
を
費
や
す
の
で
は
な
く
、
展

望
的
に
、
医
療
の
安
全
を
確
保
し
、
医
療
事
故
の
再
発
防
止
を
策
す
る
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
掲
げ
て
、
医
療
事
故
調
査
制
度
が
施

行
さ
れ
た
（
49
）

。

医
療
事
故
調
査
制
度
に
い
う
「
医
療
事
故
」
と
は
、「
当
該
病
院
等
に
勤
務
す
る
医
療
従
事
者
が
提
供
し
た
医
療
に
起
因
し
、
又
は
起

因
す
る
と
疑
わ
れ
る
死
亡
又
は
死
産
で
あ
つ
て
、
当
該
管
理
者
が
当
該
死
亡
又
は
死
産
を
予
期
し
な
か
つ
た
も
の
」
と
規
定
さ
れ
、
医
療

事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
管
理
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
当

該
医
療
事
故
の
日
時
、
場
所
及
び
状
況
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
第
六
条
の
一
五
第
一
項
の
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン

タ
ー
（
日
本
医
療
安
全
調
査
機
構
）
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第
六
条
の
一
〇
）
と
し
て
、
医
療
事
故
調
査
に
つ
い
て
の
制
度
が
整

備
さ
れ
（
50
）

た
（
51
）

。

医
療
安
全
調
査
委
員
会
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
原
因
究
明
・
再
発
防
止
措
置
を
行
い
、
医
療
の
安
全
の
確
保
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
な
ど
に
よ
る
医
療
関
係
者
の
責
任
追
及
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
（
52
）

。
む
し
ろ
、
中
立
的
専
門
機
関
で
あ

る
医
療
安
全
調
査
委
員
会
が
医
療
事
故
に
関
し
て
、
医
療
従
事
者
の
責
任
を
追
及
す
べ
き
で
な
い
と
の
判
断
を
示
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
検

察
官
も
起
訴
・
不
起
訴
の
判
断
の
際
に
こ
れ
を
斟
酌
す
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
よ
う
な
実
務
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
医
療
事
故
に
お
け
る

二
三
〇



日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
（
只
木
）

（
四
六
三
）

妥
当
な
処
罰
範
囲
の
明
確
化
が
計
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
（
53
）

。

2
．
無
過
失
補
償
制
度

無
過
失
補
償
制
度
と
事
故
調
査
制
度
と
は
、
車
の
両
輪
の
ご
と
く
一
体
的
に
機
能
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

無
過
失
補
償
制
度
は
、
二
〇
〇
九
年
に
産
科
医
療
分
野
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
制
度
は
、
分
娩
に
関
連
し
て
発
症

し
た
脳
性
ま
ひ
児
に
対
す
る
補
償
を
行
う
機
能
と
原
因
の
分
析
と
再
発
防
止
を
図
る
機
能
と
を
あ
わ
せ
持
つ
が
、
前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、

医
療
者
の
過
失
の
有
無
を
問
わ
ず
被
害
者
で
あ
る
患
者
に
補
償
金
が
支
払
わ
れ
る
仕
組
み
が
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
制
度
の
創
設
に

よ
り
、
報
告
書
が
患
者
家
族
に
も
手
渡
さ
れ
る
こ
と
で
話
し
合
い
も
可
能
と
な
り
、
そ
し
て
紛
争
解
決
の
可
能
性
が
高
く
な
り
訴
訟
数
の

減
少
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
見
方
も
あ
り
（
54
）

、
そ
し
て
、
実
際
に
も
、
産
科
無
過
失
補
償
法
が
導
入
さ
れ
た
平
成
二
一
年
度
以
降
、

産
科
に
関
わ
る
医
療
訴
訟
の
数
は
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
無
過
失
補
償
制
度
が
訴
訟
の
抑
止
に
効
果
を
も
た
ら
し

て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
（
55
）

。

な
お
、
理
想
と
し
て
は
、
無
過
失
補
償
制
度
は
、
す
べ
て
の
医
療
事
故
事
案
を
対
象
と
し
て
導
入
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
も

あ
っ
た
が
、
資
金
面
の
問
題
か
ら
最
も
緊
急
度
の
高
い
分
野
に
お
い
て
優
先
的
に
採
用
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
、
ま
ず
は
産
科
医
療
分
野
に

お
い
て
の
み
補
償
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。

も
っ
と
も
、
国
の
資
金
に
よ
る
無
過
失
補
償
制
度
に
つ
い
て
は
、
問
題
は
少
な
く
な
い
。
と
り
わ
け
、
財
源
の
問
題
は
軽
視
で
き
な
い

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
、
医
師
に
過
失
が
な
い
場
合
に
は
同
制
度
に
よ
る
と
し
て
も
、
過
失
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
民

間
の
保
険
会
社
の
利
用
が
考
え
ら
れ
、
事
例
よ
っ
て
は
裁
判
外
の
紛
争
解
決
手
段
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
の
活
用
も
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
制
度
の

二
三
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
六
四
）

併
用
が
現
実
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
無
過
失
補
償
制
度
の
検
討
に
は
、
医
療
事
故
デ
ー
タ
の
蓄
積
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
、
医
療
事
故
調
査
制

度
の
進
展
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

Ⅶ
．
む
す
び
に
代
え
て

本
稿
は
、
医
療
過
誤
事
件
を
め
ぐ
る
過
失
犯
処
罰
の
現
状
と
そ
の
問
題
点
を
取
り
上
げ
て
、
わ
が
国
の
医
療
現
場
の
、
ま
す
ま
す
深
刻

さ
を
増
す
現
状
の
問
題
性
を
直
視
し
、
医
療
の
領
域
に
お
け
る
過
度
な
刑
事
介
入
に
よ
る
紛
争
解
決
の
限
界
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
同
時
に
、
防
衛
医
療
・
萎
縮
医
療
を
招
か
ぬ
た
め
、
そ
の
代
替
策
と
し
て
、
再
発
防
止
に
向
け
て
の
安
定
し
た
制
度
設
計
こ
そ
が
望

ま
れ
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
典
型
的
か
つ
重
大
な
医
療
事
故
の
場
合
は
別
と
し
て
も
、
医
療
者
の
単
純
な
ミ
ス
や
医
師
の
判
断
や
方
法
に
つ
い
て
ま
で

も
過
失
を
問
わ
れ
、
糾
弾
さ
れ
、
責
任
追
及
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
医
師
の
専
門
性
そ
の
も
の
の
根
幹
が
揺
る
ぎ
、
医
師

と
患
者
、
家
族
と
の
信
頼
関
係
の
樹
立
は
阻
害
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
医
療
事
故
へ
の
過
度
な
責
任
追
及
は
防
衛
医

療
・
萎
縮
医
療
や
過
剰
診
察
に
つ
な
が
り
、
ひ
い
て
は
、
わ
が
国
の
健
全
な
医
療
制
度
に
と
っ
て
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
英
米
や
ド
イ
ツ
語
圏
の
例
に
あ
る
よ
う
に
、
医
療
分
野
で
の
単
純
ミ
ス
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
病
院
の
安
全
管
理
や
運
営
力

の
不
足
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
の
も
と
、
医
師
に
明
ら
か
な
過
失
、
重
過
失
が
な
け
れ
ば
、
回
顧
的
に
責
任
を
追
及
す
る
の

で
は
な
く
、
同
じ
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
い
わ
ば
展
望
的
に
、
再
発
防
止
に
つ
な
げ
る
方
が
、
医
療
過
誤
と
い
う
紛
争
の
正
し
い
解
決
策
と

し
て
よ
り
生
産
的
で
あ
ろ
う
。

二
三
二



日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
（
只
木
）

（
四
六
五
）

そ
し
て
、
わ
が
国
で
も
、
単
純
な
過
失
は
刑
事
訴
追
し
な
い
と
い
う
選
択
肢
は
残
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
終
末
期
医
療
の
分
野
で

も
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
た
る
指
針
・
準
則
に
し
た
が
っ
て
い
れ
ば
刑
事
処
罰
を
免
れ
る
と
い
う
、
一
種
の
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
の
樹
立
が
求
め
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
（
56
）

。

こ
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
、
事
故
調
査
委
員
会
が
設
立
さ
れ
、
そ
れ
を
制
度
的
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
無
過
失
補
償
制
度
が
整
え
ら
れ
た
こ

と
は
、
医
療
の
発
展
に
と
っ
て
も
好
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
今
後
は
、
両
制
度
の
い
っ
そ
う
の
発
展
に
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
今
日
で
は
、
医
療
過
誤
に
お
け
る
刑
事
責
任
を
限
定
す
る
と
し
て
も
、
医
療
の
分
野
に
お
い
て
の
み
過
失
の
要
件
を
厳
格
に
介

す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
主
張
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
例
え
ば
間
接
的
安
楽
死
に
つ
い
て
犯
罪
化
す
る
に
は
未
必
的
な
故

意
で
は
足
り
な
い
と
さ
れ
、
ま
た
、
背
任
罪
に
お
い
て
主
観
的
要
件
を
限
定
解
釈
す
る
解
釈
が
有
力
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
医
療
過

誤
の
事
例
で
、
必
要
と
さ
れ
る
過
失
の
程
度
を
、
政
策
的
に
引
き
上
げ
る
こ
と
も
、
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

※
本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
七
月
六
日
に
ト
ル
コ
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
「International A

cadem
y of L

egal M
edicine, 22nd C

ongress 

in Istanbul-T
urkey

」
で
の
「P

E
N
A
L
 L
A
W
 D
IM
E
N
S
IO
N
S
 O
F
 M
E
D
IC
A
L
 M
A
L
P
R
A
C
T
IC
E
 IN
 JA
P
A
N
-R
econfi rm

ation of the 

responsibility principle in C
rim
inal L

aw
 in R

isk S
ociety -

」
と
題
す
る
講
演
の
原
稿
を
も
と
に
、
こ
れ
に
そ
の
後
の
状
況
を
踏
ま
え
修
正

を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
刑
法
の
機
能
・
役
割
と
の
関
係
で
過
失
犯
論
や
医
療
過
誤
の
問
題
を
論
じ
、
考
察
を
深
め
て
こ
ら
れ
た
船
山
泰
範
先
生
の

古
稀
を
祝
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
ご
指
導
に
感
謝
申
し
上
げ
、
本
稿
を
献
げ
る
次
第
で
あ
る
。

（
1
） 

二
〇
〇
〇
年
（
平
成
一
二
年
）
八
月
二
二
日
、
国
立
病
院
、
国
立
療
養
所
及
び
国
立
高
度
専
門
医
療
セ
ン
タ
ー
等
に
お
け
る
医
療
事
故
の
発
生

防
止
対
策
及
び
医
療
事
故
発
生
時
の
対
応
方
法
に
つ
い
て
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
る
際
の
指
針
と
し
て
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

二
三
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
六
六
）

マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
委
員
会
よ
り
報
告
さ
れ
た
「
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
指
針
」「
第
三　

用
語
の
定
義
」
よ
り
。http://

w
w
w
1.m
hlw
.go.jp/topics/sisin/tp1102-1_12.htm

l
（
2
） 
先
行
研
究
と
し
て
、
船
山
泰
範
『
刑
法
の
役
割
と
過
失
犯
論
』（
二
〇
〇
七
年
）
一
〇
頁
以
下
、
一
三
七
頁
以
下
参
照
。

（
3
） 
臨
時
行
政
調
査
会
「
行
政
改
革
に
関
す
る
第
三
次
答
申
│
基
本
答
申
│
」（
一
九
八
二
年
七
月
）
を
受
け
た
、
医
師
・
歯
科
医
師
の
養
成
計
画

に
つ
い
て
の
同
年
九
月
の
閣
議
決
定
参
照
。

（
4
） 

二
〇
〇
八
年
の
人
口
一
、〇
〇
〇
人
当
た
り
の
臨
床
医
の
数
は
二
・
一
五
人
で
あ
り
、
先
進
国
の
中
で
も
き
わ
め
て
低
い
（O

E
C
D
 H
ealth 

D
ata 2011, D

ensity per 1000 population 

（head counts

）。
ま
た
、
前
田
由
美
子
「
医
療
関
連
デ
ー
タ
の
国
際
比
較
│
『O

E
C
D
 H
ealth 

D
ata 2009

』
よ
り
│
」
日
医
総
研
リ
サ
ー
チ
エ
ッ
セ
イN
o.55 

（
二
〇
〇
九
年
一
二
月
）
参
照
。

（
5
） 

こ
れ
は
二
〇
〇
七
年
頃
か
ら
は
じ
ま
る
、
わ
ゆ
る
救
急
搬
送
の
「
た
ら
い
回
し
」
事
例
と
し
て
、
医
療
崩
壊
の
顕
著
な
実
例
の
一
つ
と
し
て
あ

げ
ら
れ
た
。

（
6
） 

本
田
宏
・
日
野
秀
逸
「
対
談
『
医
師
不
足
地
域
の
医
療
が
危
な
い
！
』」
月
刊
経
済N

o.136

（
二
〇
〇
六
年
一
二
月
）。

（
7
） 

小
松
秀
樹
『
医
療
崩
壊
「
立
ち
去
り
型
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
」
と
は
何
か
』
朝
日
新
聞
社
（
二
〇
〇
七
年
）
二
頁
。

（
8
） 

井
田
良
「
医
療
事
故
に
対
す
る
刑
事
責
任
の
追
究
の
あ
り
方
」『
三
井
誠
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』（
二
〇
一
二
年
）
二
三
一
頁
、
佐
伯
仁
志

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
刑
事
医
療
過
誤
」『
三
井
誠
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』（
二
〇
一
二
年
）
二
五
一
頁
参
照
。

（
9
） 

手
嶋
豊
『
医
事
法
入
門
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
五
年
）
一
五
九
頁
。

（
10
） 

薬
害
エ
イ
ズ
事
件
に
お
い
て
、
主
に
血
友
病
に
対
す
る
治
療
薬
と
し
て
使
わ
れ
た
血
液
凝
固
因
子
製
剤
（
非
加
熱
製
剤
）
に
よ
っ
て
ヒ
ト
免
疫

不
全
ウ
イ
ル
ス
（
Ｈ
Ｉ
Ｖ
）
に
感
染
し
た
患
者
が
エ
イ
ズ
を
発
症
し
多
数
の
死
者
が
出
た
。
帝
京
大
学
ル
ー
ト
は
こ
の
事
件
の
三
つ
の
類
型
の
う
ち

の
一
つ
で
あ
る
。
船
山
・
前
掲
注（
2
）一
九
八
頁
以
下
参
照
。

（
11
） 

船
山
・
前
掲
注（
2
）二
一
一
頁
。

（
12
） 

同
旨
、
前
田
雅
英
「
予
見
可
能
性
の
内
容
・
程
度
と
許
さ
れ
た
危
険
」
研
修
六
三
七
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
三
頁
。
判
例
に
賛
成
す
る
の
は
、

井
田
良
「
判
評
」
ジ
ュ
リ
一
二
〇
四
号
二
六
頁
（
二
〇
〇
一
年
）
二
六
頁
、
佐
伯
仁
志
『
刑
法
総
論
の
考
え
方
・
楽
し
み
方
』（
二
〇
一
三
年
）

二
三
四



日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
（
只
木
）

（
四
六
七
）

二
九
八
頁
。
批
判
的
な
の
は
、
松
宮
孝
明
『
過
失
犯
論
の
現
代
的
課
題
』（
二
〇
〇
四
年
）
一
六
八
頁
、
甲
斐
克
則
「
薬
害
と
医
師
の
刑
事
責
任
」

広
島
法
学
二
五
巻
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）
六
九
頁
、
高
橋
則
夫
『
刑
法
総
論
〔
第
二
版
〕』（
二
〇
一
三
年
）
二
二
九
頁
な
ど
。

（
13
） 
船
山
・
前
掲
注（
2
）二
一
一
頁
、
前
田
・
前
掲
注（
12
）一
三
頁
。

（
14
） 
拙
稿
『
医
事
法
判
例
百
選
〔
第
二
版
〕』（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
九
号
）（
二
〇
一
四
年
）
一
三
〇
頁
、
飯
田
英
男
『
刑
事
医
療
過
誤
Ⅱ
〔
増

補
版
〕』（
二
〇
一
七
年
）
五
〇
二
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
判
例
時
報
二
二
九
二
号
（
二
〇
一
六
年
）
以
下
で
、
本
稿
で
若
干
な
が
ら
取
り
上
げ
た
大

野
病
院
事
件
や
割
り
箸
事
件
を
紹
介
し
つ
つ
、
刑
事
医
療
事
故
訴
訟
を
特
集
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。

（
15
） 

分
業
化
の
進
ん
だ
チ
ー
ム
医
療
の
も
と
で
の
医
療
過
誤
で
あ
っ
て
も
、
複
数
の
医
療
従
事
者
が
共
同
主
体
と
し
て
集
団
過
誤
行
為
を
行
っ
た
と

評
価
で
き
る
範
囲
で
、
な
お
過
失
共
同
正
犯
の
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
旨
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
谷
井
悟
司
「
過
失
共
同
正
犯
の
処
罰
根
拠
と

そ
の
成
立
範
囲
に
つ
い
て
」
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
法
学
研
究
科
篇
四
四
号
（
二
〇
一
五
年
）
三
七
一
頁
以
下
。

（
16
） 

弁
護
人
の
主
張
す
る
「
信
頼
の
原
則
」
の
法
理
の
適
用
も
、
正
当
に
も
否
定
し
て
い
る
。

（
17
） 

例
え
ば
、
最
判
昭
和
二
八
年
一
月
二
三
日
刑
集
七
巻
一
号
三
〇
頁
。

（
18
） 

本
件
第
一
審
で
あ
る
横
浜
地
判
平
成
一
三
年
九
月
二
〇
日
判
タ
一
〇
八
七
号
二
九
六
頁
に
お
い
て
は
、
被
告
人
Ｃ
に
は
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ

た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
無
罪
と
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
五
名
が
有
罪
と
さ
れ
、
上
告
審
で
あ
る
最
決
平
成
一
九
年
三
月
二
六
日
刑
集
六
一
巻
二

号
一
三
一
頁
に
お
い
て
は
、
被
告
人
Ｃ
に
は
麻
酔
導
入
前
後
に
わ
た
っ
て
過
失
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の
主
張
を
排
斥
し
、
同
人
に
対
す
る
有
罪
判
決

が
維
持
さ
れ
た
が
、
各
審
級
に
お
い
て
被
告
人
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
注
意
義
務
の
具
体
的
内
容
に
は
若
干
の
変
更
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
被
告
人
ら
の
各

過
失
の
競
合
と
い
う
構
成
そ
れ
自
体
は
一
貫
し
て
維
持
さ
れ
て
い
た
。

（
19
） 

同
様
に
本
件
に
お
い
て
過
失
共
同
正
犯
の
成
立
可
能
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
船
山
・
前
掲
注（
2
）一
五
一
頁
、
甲
斐
克
則
『
医
事
刑
法

へ
の
旅
Ⅰ
〔
新
版
〕』（
二
〇
〇
六
年
）
一
四
三
頁
、
大
塚
裕
史
「
チ
ー
ム
医
療
と
過
失
犯
論
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
一
頁

以
下
な
ど
が
あ
る
。
詳
細
は
、
谷
井
・
前
掲
注（
15
）三
七
四
頁
参
照
。
な
お
、
チ
ー
ム
医
療
に
つ
い
て
の
信
頼
の
原
則
の
適
用
を
消
極
的
に
解
す
る

の
は
、
船
山
・
前
掲
注（
2
）一
三
九
頁
以
下
。

（
20
） 

い
わ
ゆ
る
、
世
田
谷
地
下
ケ
ー
ブ
ル
火
災
事
判
決
（
東
京
地
判
平
成
四
年
一
月
二
三
日
判
例
時
報
一
四
一
九
号
一
三
三
頁
）
参
照
。
な
お
、
そ

二
三
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
六
八
）

れ
ぞ
れ
の
関
与
者
に
過
失
責
任
を
問
う
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
構
成
に
よ
る
に
し
て
も
、
具
体
的
な
事
例
に
対
す
る
結
論
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
異

な
る
こ
と
は
な
く
、
た
し
か
に
、
複
数
人
の
う
ち
の
一
人
の
行
為
に
よ
っ
て
結
果
が
生
じ
た
場
合
に
、
結
論
の
差
異
が
生
じ
る
と
さ
れ
て
も
い
る
が
、

「
共
同
の
注
意
義
務
に
共
同
し
て
違
反
す
る
」
こ
と
と
「
共
同
行
為
者
の
行
為
か
ら
も
結
果
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
注
意
義
務
に
違
反
す
る
」
こ

と
と
は
、
内
容
が
重
な
る
で
あ
ろ
う
。
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
〔
第
五
版
〕』（
二
〇
一
一
年
）
五
〇
六
頁
。
な
お
、
同
『
刑
法
総
論
講
義
﹇
第

六
版
﹈』（
二
〇
一
五
）
年
三
七
〇
頁
。

（
21
） 

船
山
・
前
掲
注（
2
）一
四
九
頁
は
、
判
文
中
に
「
過
失
の
競
合
に
よ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
件
は
過
失
の
共
同
正
犯
の
事
例
で
は
な
く
過
失

の
競
合
の
事
例
で
あ
る
か
ら
、
判
決
が
六
〇
条
を
適
用
し
た
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
す
る
。

（
22
） 

平
成
二
六
年
に
医
療
事
故
調
査
制
度
が
成
立
し
、
平
成
二
七
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。

（
23
） 

飯
田
・
前
掲
注（
14
）三
頁
、
吉
田
謙
一
『
事
例
に
学
ぶ
法
医
学
・
医
事
法
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
七
年
）
二
七
八
頁
。

（
24
） 

な
お
、
前
述
の
東
京
都
立
広
尾
病
院
事
件
最
高
裁
判
決
や
、
医
療
事
故
調
査
制
度
の
誕
生
に
よ
っ
て
、
医
療
過
誤
自
体
の
警
察
へ
の
届
け
出
義

務
は
縮
減
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
25
） 

地
裁
民
事
第
一
審
通
常
訴
訟
事
件
に
お
け
る
、
医
事
関
係
訴
訟
事
件
の
認
容
率
は
高
く
は
な
い
。
平
成
二
七
年
度
は
、
通
常
訴
訟
事
件
の
認
容

率
は
八
三
・
三
％
で
あ
る
の
に
対
し
医
事
関
係
訴
訟
事
件
の
認
容
率
は
二
〇
・
六
％
と
い
じ
る
し
く
低
い
。
ま
た
、
医
事
関
係
訴
訟
事
件
の
平
均
審
議

期
間
は
平
成
二
七
年
度
に
お
い
て
二
二
・
八
月
で
あ
り
、
通
常
訴
訟
事
件
平
均
の
八
〜
九
月
に
比
し
て
、
非
常
に
長
い
審
議
期
間
と
な
っ
て
い
る
こ

と
、
し
た
が
っ
て
多
額
の
訴
訟
費
用
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
26
） http://m
edical-today.seesaa.net/article/36484160.htm

l

（
27
） 

二
〇
〇
九
年
（
平
成
二
一
年
）
に
は
、
後
述
す
る
、
分
娩
に
関
連
す
る
脳
性
麻
痺
に
対
す
る
障
害
補
償
制
度
で
あ
る
、「
産
科
医
療
補
償
制
度
」

が
発
足
し
た
。

（
28
） 

一
九
九
八
年
の
川
崎
共
同
病
院
事
件
で
は
、
延
命
治
療
を
望
ま
な
い
旨
の
家
族
の
意
思
を
受
け
て
行
っ
た
対
応
の
後
、
鎮
痛
剤
を
、
そ
し
て
最

後
に
は
筋
弛
緩
剤
ミ
オ
ブ
ロ
ッ
ク
を
投
与
し
た
結
果
患
者
を
死
亡
さ
せ
た
と
し
て
殺
人
罪
で
起
訴
さ
れ
た
医
師
に
懲
役
一
年
六
ヶ
月
執
行
猶
予
三
年

の
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
も
の
で
、
裁
判
で
は
尊
厳
死
（
治
療
中
止
な
い
し
消
極
的
安
楽
死
）
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
が
、
最
高
裁
で
は
、

二
三
六



日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
（
只
木
）

（
四
六
九
）

余
命
に
つ
い
て
の
確
認
を
し
て
い
な
い
、
被
害
者
の
推
定
的
意
思
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
殺
人
罪
の
有
罪
判
決
が
確
定
し
た
。
事
後
の
報

告
書
で
は
、
本
事
件
の
要
因
の
多
く
は
、
チ
ー
ム
医
療
の
実
践
の
脆
弱
性
な
ど
、
ど
こ
の
医
療
機
関
に
お
い
て
も
起
こ
り
う
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

個
人
の
責
任
追
及
よ
り
組
織
医
療
の
問
題
点
を
解
明
す
る
立
場
で
問
題
点
と
解
決
策
を
検
討
し
て
い
る
。http://dl.cubo-m

edical.com
/dl/63-a4

95930101d5d17ad0b7aefeaaef98b0

（
29
） 

中
山
研
一
・
甲
斐
克
則
編
著
『
新
版　

医
療
事
故
の
刑
事
判
例
』（
二
〇
一
〇
年
）
一
七
五
頁
。
被
告
人
に
は
禁
錮
一
年
、
罰
金
一
〇
万
円
が

求
刑
さ
れ
た
が
、
地
裁
で
無
罪
が
言
い
渡
さ
れ
、
検
察
が
控
訴
を
断
念
し
た
こ
と
か
ら
判
決
が
確
定
し
た
。
上
述
の
ご
と
く
、
こ
の
事
件
が
、
産
科

医
療
補
償
制
度
創
設
の
き
っ
か
け
の
一
つ
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。http://w

w
w
.courts.go.jp/vcm

s_lf/20522011.pdf 

同
事
件
で
は
、
医

療
事
故
調
査
委
員
会
が
保
険
適
用
を
通
じ
て
遺
族
へ
の
補
償
金
支
払
い
を
ス
ム
ー
ズ
に
に
す
る
た
め
、
報
告
書
に
は
医
師
の
過
失
が
あ
っ
た
と
の
記

載
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
実
際
に
は
、
院
内
検
討
会
で
も
執
刀
医
の
施
術
に
過
失
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
警

察
の
捜
査
や
起
訴
が
行
わ
れ
た
と
い
う
事
情
が
存
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
平
岩
敬
一
「
大
野
病
院
事
件
無
罪
判
決
と
産
科
医
療
を
め
ぐ
る
諸
問

題
」
神
奈
川
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
二
頁
、
鈴
木
博
康
「
産
科
医
療
事
故
に
関
す
る
一
考
察
」
北
九
州
市
立
大
学
法
政
論
集

四
〇
巻
四
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
五
五
頁
参
照
。

（
30
） 

被
告
人
は
、
第
一
審
、
第
二
審
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
無
罪
と
さ
れ
、
検
察
が
控
訴
を
断
念
し
た
こ
と
か
ら
判
決
が
確
定
し
た
。

（
31
） 

平
岩
敬
一
「
福
島
県
立
大
野
病
院
事
件
を
振
り
返
っ
て
」
日
本
産
婦
人
科
医
会
報
（
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
一
日
）、
長
谷
川
誠
「『
割
り
ば
し
事

件
』
に
対
す
る
報
道
は
ペ
ン
の
暴
力
」
日
経
メ
デ
ィ
カ
ル 
オ
ン
ラ
イ
ン
（
二
〇
〇
九
年
六
月
一
八
日
）。

（
32
） 

河
北
新
報
二
〇
〇
六
年
五
月
五
日
は
、
大
野
病
院
医
療
事
件
の
影
響
に
つ
き
、
東
北
六
県
の
病
院
九
一
カ
所
か
ら
得
た
産
科
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

結
果
を
も
と
に
、「
大
量
出
血
の
予
想
さ
れ
る
症
例
は
扱
わ
な
い
」、「
訴
訟
を
起
こ
さ
れ
る
よ
う
な
リ
ス
ク
を
伴
う
患
者
の
診
察
が
怖
い
」、「
大
学

に
よ
る
医
師
派
遣
中
止
・
引
き
揚
げ
」、「
一
人
体
制
の
病
院
に
は
大
学
が
派
遣
し
な
い
」、「
産
婦
人
科
を
選
ぶ
研
修
医
は
激
減
す
る
」、「
産
科
を
辞

め
る
医
師
が
い
る
」、「
地
域
医
療
の
萎
縮
が
懸
念
さ
れ
る
」
な
ど
、
回
答
の
八
割
が
「
影
響
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。

（
33
） 

小
松
・
前
掲
注（
7
）一
五
七
頁
。

（
34
） 

佐
伯
仁
志
・
丁
佳
佳
「
英
米
に
お
け
る
医
療
過
誤
へ
の
刑
法
上
の
対
応
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
八
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
九
頁
以
下
。
認
識

二
三
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
七
〇
）

の
な
い
過
失
を
非
難
す
る
理
由
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
情
に
鑑
み
て
重
大
な
危
険
の
認
識
が
合
理
的
に
期
待
で
き
る
の
に
、
注
意
を
怠
り
、
認
識
し
な

か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

（
35
） 
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
防
御
的
医
療
の
問
題
は
深
刻
で
あ
る
。
古
川
伸
彦
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
故
と
過
失
│
医
師
の
刑
事
責
任
の
限
定
？

│
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
八
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
二
頁
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
仮
定
的
承
諾
論
」
は
、
医
師
の
刑
事
責
任
を
軽
減
す
る
た
め
の

理
論
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
島
田
美
小
妃
「
仮
定
的
承
諾
論
」
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
法
学
研
究
科
篇
三
九
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
八
五
頁

以
下
。

（
36
） 

刑
事
過
失
と
民
事
過
失
は
、
注
意
義
務
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
が
、
普
通
の
危
険
を
超
え
た
重
大
な
危
険
、
注
意
基
準
か
ら
の
重
大
な
逸
脱
、

あ
ら
ゆ
る
事
情
に
基
づ
く
非
難
可
能
性
の
重
大
さ
に
お
い
て
差
異
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
佐
伯
・
丁
・
前
掲
注（
34
）三
五
頁
。

（
37
） 

医
療
関
係
者
の
過
失
は
、
当
事
者
個
人
の
個
人
の
過
失
、
す
な
わ
ち
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ァ
ク
タ
ー
の
範
疇
で
は
な
く
、
組
織
や
シ
ス
テ
ム
（
こ

こ
で
は
医
療
シ
ス
テ
ム
）
全
体
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。
石
橋
明
（
黒
田
勲
監
修
）『
事
故
は
、
な
ぜ
繰
り
返
さ
れ
る
の
か
│
ヒ
ュ
ー

マ
ン
フ
ァ
ク
タ
ー
の
分
析
』（
二
〇
〇
六
年
）
五
一
頁
以
下
。

（
38
） 

米
国
医
療
の
質
委
員
会
／
医
学
研
究
所
（
医
学
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
協
会
訳
）『
人
は
誰
で
も
間
違
え
る
』（
二
〇
〇
〇
年
）
五
頁
参
照
（
佐
伯
・

丁
・
前
掲
注（
34
）三
四
頁
参
照
）。

（
39
） 

詳
細
は
、
古
川
・
前
掲
注（
35
）二
三
頁
、
ヘ
ニ
ン
グ
・
ロ
ー
ゼ
ナ
ウ
（
山
本
紘
之
訳
）「
医
療
過
誤
に
お
け
る
可
罰
性
の
限
定
」
比
較
法
雑
誌

四
二
巻
三
号
（
二
〇
〇
八
年
）
七
五
頁
参
照
。

（
40
） 

佐
伯
・
前
掲
注（
8
）二
七
一
頁
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
の
現
行
法
に
は
、「
業
務
上
」
過
失
致
死
傷
罪
の
規
定
は
存
し
な
い
。

（
41
） 

古
川
・
前
掲
注（
35
）二
四
頁
。

（
42
） 

井
田
・
前
掲
注（
8
）二
三
四
頁
。
萎
縮
医
療
の
一
因
は
過
失
犯
の
処
罰
範
囲
の
不
明
確
性
に
あ
る
と
し
て
、
明
確
性
を
高
め
る
た
め
に
、
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
等
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
可
罰
性
を
否
定
す
べ
き
旨
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
山
本
紘
之
「
過
失
犯
の
処
罰
限
定
論
に
つ
い

て
」
法
学
新
報
一
二
一
巻
一
一
＝
一
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
三
四
頁
以
下
。

（
43
） 

甲
斐
克
則
「
医
療
事
故
と
刑
事
法
を
め
ぐ
る
現
状
と
課
題
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
四
頁
。 二

三
八



日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
（
只
木
）

（
四
七
一
）

（
44
） 

佐
伯
・
丁
・
前
掲
注（
34
）三
五
頁
。

（
45
） 

平
野
龍
一
『
刑
法
概
説
』（
一
九
七
七
年
）
八
九
頁
。
批
判
と
し
て
、
松
宮
孝
明
『
刑
法
各
論
講
義
﹇
第
四
版
﹈』（
二
〇
一
六
年
）
五
四
頁
。

（
46
） 
各
種
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
例
え
ば
、
尊
厳
死
を
め
ぐ
る
法
整
備
、
終
末
期
医
療
を
例
に
と
れ
ば
、
厚
生
労
働
省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（「
人
生
の

最
終
段
階
に
お
け
る
医
療
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」）
や
日
本
救
急
医
学
会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（「
救
急
医
療
に
お
け
る
終
末
期

医
療
に
関
す
る
提
言
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」
な
ど
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
遵
守
し
て
い
れ
ば
刑
事
処
罰
を
免
れ
る
と
い
う
運
用
を
し
て
い
く
べ
き
で
あ

る
。

（
47
） 

大
野
明
子
『
い
の
ち
を
産
む
』（
二
〇
〇
八
年
）
九
八
頁
以
下
、
一
五
六
頁
以
下
参
照
。

（
48
） 

同
旨
、
船
山
・
前
掲
注（
2
）一
五
三
頁
以
下
参
照
。
ブ
ロ
グ
「
あ
る
産
婦
人
科
医
の
ひ
と
り
ご
と
」
の
コ
メ
ン
ト
（
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
一
一

日
） http://tyam

a7.blog.ocn.ne.jp/obgyn/cat2780594/ 

な
お
、
医
療
安
全
調
査
委
員
会
の
問
題
性
も
多
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
組
織
モ
デ
ル
で
の
過
失
責
任
の
問
い
方
、
過
失
犯
論
に
よ
る
処
罰
の
限
定
、
解
明
・
防
止
・
保
障
策
の
充
実
と
審
判
制
度

の
検
討
、
量
刑
、
医
療
事
故
の
届
出
義
務
（
医
師
法
二
一
条
）
の
廃
止
、
等
が
あ
ろ
う
。
甲
斐
・
前
掲
注（
43
）一
四
頁
参
照
。

（
49
） 

厚
生
労
働
省
医
政
局
長
通
知
「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
の
施
行
（
医
療
事
故
調
査
制
度
）
に
つ
い
て
」http://w

w
w
.ajha.or.jp/topics/adm

ininfo/pdf/2015/150511_3.pdf 

詳
細
は
、
山
本
和

彦
「
医
療
事
故
調
査
の
新
た
な
制
度
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
第
六
七
巻
第
一
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
八
頁
以
下
。

（
50
） 

死
に
匹
敵
す
る
重
大
な
後
遺
症
が
生
じ
た
事
案
に
つ
い
て
も
調
査
範
囲
に
含
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
、
暫
時
的
に
制
度
の
対

象
を
拡
大
を
図
る
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。
山
本
・
前
掲
注（
49
）一
一
頁
。
ま
た
、
遺
族
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
調
査
が
開
始
さ
れ

る
制
度
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
も
、
や
む
を
得
な
い
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
遺
族
へ
の
結
果
説
明
は
定
め
ら
れ
て
い
る
。「
医
療
の
質
」
に
は
、

十
分
な
説
明
と
情
報
を
受
け
る
権
利
が
含
ま
れ
る
と
介
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
51
） https://w

w
w
.m
edsafe.or.jp/ 

な
お
、
こ
の
第
三
者
機
関
は
、
行
政
機
関
で
は
な
く
民
間
の
機
関
で
あ
る
。

（
52
） 

医
療
事
故
調
査
制
度
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、「
医
療
に
起
因
す
る
予
期
せ
ぬ
死
亡
事
故
」（
医
療
関
連
死
）
が
発
生
し
た
場
合
、
自
己
負
罪
拒
否

特
権
の
侵
害
と
も
な
り
得
る
、
こ
れ
ま
で
の
医
師
法
二
一
条
に
基
づ
く
「
警
察
へ
の
届
出
」
を
回
避
し
て
、
医
師
に
「
第
三
者
機
関
へ
の
届
出
」
を

二
三
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
七
二
）

義
務
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
制
度
と
訴
追
の
問
題
は
別
個
の
問
題
と
さ
れ
、
現
在
で
も
、
医
師
法
二
一
条
の
要
件
に
該

当
す
る
場
合
に
は
、
医
師
は
警
察
に
対
す
る
通
報
義
務
を
も
負
っ
て
い
る
。
山
本
・
前
掲
注（
49
）一
四
頁
。

（
53
） 
も
っ
と
も
、
医
療
安
全
調
査
委
員
会
の
問
題
と
し
て
、
初
期
の
警
察
介
入
を
否
定
す
る
こ
と
で
実
効
的
な
事
故
調
査
の
実
現
が
困
難
と
な
る
の

で
は
な
い
か
、
ま
た
、
同
委
員
会
が
刑
事
訴
追
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
と
も
、
や
は
り
、
医
師
に
お
い
て
、
社
会
的
非
難
や
制
裁
を
受
け
、

名
誉
や
社
会
的
信
用
が
低
下
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
、
さ
ら
に
は
組
織
や
自
己
の
地
位
を
保
全
し
た
い
と
い
う
思
い
等
か
ら
協
力
を
拒
む

こ
と
に
な
る
と
い
う
同
様
の
萎
縮
効
果
を
生
み
、
事
故
調
査
の
実
効
性
が
確
保
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
も
あ
る
。
笹
倉
宏
紀
「
事
故
調

査
と
刑
事
司
法
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
八
号
（
二
〇
一
一
年
）
三
六
頁
、
四
八
頁
。

（
54
） 

宮
澤
潤
「
医
療
事
故
調
は
紛
争
解
決
の
ツ
ー
ル
と
な
り
得
る
か
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
第
六
七
巻
第
一
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
一
頁
。

（
55
） http://w

w
w
.courts.go.jp/vcm

s_lf/20522011.pdf

（
56
） 

す
で
に
、
船
山
・
前
掲
注（
2
）一
〇
頁
以
下
。
同
論
文
は
、
刑
法
の
役
割
と
し
て
、
①
犯
罪
の
抑
止
、
②
犯
罪
者
の
更
生
、
③
被
害
者
の
支
援

を
あ
げ
、
そ
れ
と
の
関
係
で
医
療
過
を
論
じ
て
い
る
。
な
お
、
信
頼
の
原
則
を
チ
ー
ム
医
療
に
安
易
に
用
い
る
こ
と
の
問
題
性
を
九
指
摘
し
て
い
る

点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

二
四
〇
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